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緊急時等の措置について 

 

 ５月 29 日より、新しい防災気象情報の運用が始まりました。それに伴い、本校における

緊急時等の措置また、通学バスの運行についてお知らせいたします。台風やその他非常変

災・交通網の混乱が生じた際、児童生徒の登下校の安全確保のため、臨時休業、始業時刻の

変更や通学バスの運行について運行停止などの措置をとります。ご理解とご協力のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

※次にお示しします場合は、学校から電話での連絡はいたしません。本校ホームページには

休業情報を掲載いたします。なお、保護者連絡ツール「さくら連絡網」に登録されている

方には、「さくら連絡網」にて休業の連絡が届きます。 

 

①午前 7 時の時点で、大阪市に、「暴風警報」または「特別警報」が発令されているもしく

は、「警戒レベルが 4 以上」となった場合は、臨時休業とします。 

②午前 7 時の時点で、大阪メトロ（ニュートラムを含む）が全面運休している場合は、臨時

休業とします。 

③「大阪メトロが計画運休」等を発表した場合、臨時休業等の措置を行う場合があります。 

④「暴風警報」または「特別警報」が発令されていない、もしくは「警戒レベルが３以下」

であっても、気象状況により、通学路の安全が確保されない場合は、校長の判断で臨時休

業もしくは始業時刻の変更をすることがあります。 

※警報等が発令されていなくても、児童生徒の登校が危ぶまれる場合には、児童生徒の安

全を第一に考えて、各ご家庭にてご判断をお願いいたします。 

※２枚め（裏面）の「防災気象情報と臨時休業まとめ図」も合わせてご覧ください。 

 

～次の場合には学校より連絡いたします～ 

〇土砂災害などで突発的な事態が生じた場合には、学校から連絡があるまで自宅待機をお

願いします。 

〇降雪・積雪・大雨・土砂崩れ・道路凍結冠水・故障（通学バス）などの事由により臨時措

置をとる場合は、その都度学校から連絡します。 

〇授業開始後、台風等による災害の危険が予想される場合は、授業を中止し、安全を確認したうえ

で下校とします。下校に際しては、学校から連絡します。必ず連絡がとれるようお願いします。 



 防災気象情報と臨時休業のまとめ図 

※図内で「通常どおり」の状況であっても、児童生徒の安全を第一に考えて、各家庭にてご

判断をお願いいたします。 
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